
 

那覇市指定ごみ袋製造請負業務制限付一般競争入札実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例

（平成５年条例第 15号）別表（第 28条関係）に規定する市の指定するごみ袋

（以下「指定ごみ袋」という。）の製造請負業務に係る入札を実施するため、

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。）第 167

条の５の２に規定する一般競争入札（以下「制限付一般競争入札」という。）

について、那覇市契約規則（平成 26 年規則第 59 号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象） 

第２条 この制限付一般競争入札は、指定ごみ袋の製造請負業務を対象とする。 

２ 当該業務の詳細は、仕様書で別に定めるものとする。 

 

（公告） 

第３条 市長は、この制限付一般競争入札を実施するときは、施行令第 167 条

の５及び規則第４条に規定する事項を公告するものとする。 

２ 前項に定める公告の方法は、次の各号に定めるいずれかのものとする。 

 （１）市役所前の掲示場に掲示する。 

 （２）市公式ホームページに掲載する。 

 （３）その他市長が認める方法 

 

（要件） 

第４条 この制限付一般競争入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）

は、次の各号に定める要件を、すべて満たす者とする。 

 （１）県内に登記簿上の本店が在り、現に県内でごみ袋を製造している者。な

お、「県内で製造する」とは、県内でポリエチレン原料から指定ごみ袋を

製造することをいう。 

 （２）市が所管する入札を実施する日の属する会計年度の入札参加資格者名簿

に登録されている者。 

 （３）現在から将来にわたって、那覇市暴力団排除条例（平成 24年条例第１

号。以下「暴力団排除条例という。」）第２条第１号に規定する暴力団又は

同条第２号に規定する暴力団員若しくは第６条第１項に規定する暴力団

員と密接な関係を有する者に該当しない者。 

 



 

（申請） 

第５条 入札参加者は、公告に定める日までに入札参加資格確認申請書（第１－

１号様式又は第１－２号様式）及びその他必要書類を、市長に提出しなけれ

ばならない。 

 

（審査） 

第６条 市長は、入札参加資格審査委員会を設置し、前条に規定する申請書、そ

の他必要書類及びその他必要事項について、審査するものとする。 

２ 市長は、審査の結果を、入札参加資格審査結果通知書（第２－１号様式又は

第２－２号様式）にて通知するものとする。 

 

（入札） 

第７条 入札参加者のうち、入札者又は入札者の代理人（以下「入札者等」とい

う。）は、所定の入札書に必要事項を記入・押印の上、所定の入札箱に投函し

なければならない。 

２ 入札者等は、当該入札について、他の入札者の代理人になることはできない。 

３ 入札者等以外の者は、入札室に入室することはできない。ただし、市長が認

めたときは、この限りでない。 

４ 入札者等は、入札が開始された後は、入札室に入室することはできない。 

５ 入札者等は、入札室に入室するときは、入札名簿に必要事項を記入しなけれ

ばならない。 

６ 入札者等は、入札中に入札室から退室することはできない。ただし、市長が

認めたときは、この限りでない。 

７ 市長は、入札者等が次の各号のいずれかに該当するときは、入札室から退室

を命じることができる。 

 （１）公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとする者。 

 （２）公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合する者。 

８ 入札者等は、所定の入札書及び委任状を使用しなければならない。 

９ 入札者の代理人は、入札が開始される前に、市長に委任状を提出しなければ

ならない。 

10 入札者等は、次の各号に定める事項を、所定の入札書に記入しなければなら

ない。 

 （１）件名 

 （２）入札価格 

 （３）入札者の所在地、商号及び代表者 

 （４）入札者の代理人が入札するときは、委任状に記入した代理人の氏名及び



 

押印 

11 入札者等は、日本語及び日本円で入札書及びその他必要書類に記入しなけ

ればならない。 

12 入札者等は、指定ごみ袋の製造から納品までに係る一切の諸費用を含めた

入札価格を見積り、入札書に記入すること。 

13 入札者等は、消費税及び地方消費税額を含まない入札価格を、入札書に記入

すること。 

14 入札者等は、再入札に備えて、入札書に押印する印鑑を持参すること。 

15 入札者等は、入札書に記入した事項を訂正する場合は、当該訂正部分に二重

線を引き、訂正印を押印した上で訂正すること。ただし、入札価格の訂正は

認めないものとする。 

16 入札者等は、市長に提出した入札書を引換え、変更又は取消しをすることは

できない。 

17 市長は、入札者等が公正な入札の執行を妨げる行為をしたと認めたときは、

当該入札を延期、又は廃止することができるものとする。 

18 入札者等は、入札が執行された後に、仕様書の内容又はその他の入札に関す

る事項について、不知又は不明を理由に異議を申し立てることはできない。 

19 入札者等が入札した入札価格が予定価格に達しないときは、再入札を行う

ものとする。ただし、再入札は最高３回までとする。 

 

（入札の無効） 

第８条 入札者等が市長に提出した入札書が次の各号に定める事項のいずれか

に該当する場合は、当該入札を無効とする。 

 （１）公告に定める入札参加資格の要件を満たさない者が提出した入札書 

 （２）件名及び入札価格の記入がない入札書 

 （３）入札参加者の商号、代表者及び代理人の記入・押印がない又は判然とし

ない入札書 

 （４）件名に重大な誤りがある入札書 

 （５）入札価格の記入が不明確な入札書 

 （６）入札価格を訂正した入札書 

 （７）鉛筆等容易に消去可能な筆記用具を使用した入札書 

 （８）一回の入札において、同一の者が二つ以上提出した入札書 

 （９）再入札において、前回の最低入札価格以上の価格を記入した入札書 

 （10）公正な入札の執行を妨げる行為をしたと認められる者が提出した入札書 

 （11）規則第 14条第１項各号のいずれかに該当する入札において提出された

入札書又はその他関係法令に違反した入札書 



 

 

（落札者の決定） 

第９条 有効な入札書を提出した者で、予定価格の範囲内で最低の入札価格を

入札した者を、落札者として決定する。ただし、当該入札価格により仕様書

又は契約書の内容を履行されないおそれがあるとき、又は当該入札価格を入

札した者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれ

があって著しく不適当であると認められるときは、当該入札者を落札者とせ

ず、その他の予定価格の範囲内で入札価格を入札した者のうち、最低の入札

価格を入札した者と契約を締結するものとする。 

２ 前項の入札した者が同価格で二者以上あるときは、直ちに当該入札者等に

くじを引かせて、落札者として決定する。 

３ 市長は、落札者を決定した後に落札者ではない入札者から請求があったと

きは、当該請求者に落札者を決定した旨、落札者の所在地、商号及び落札価

格並びに当該請求者が落札者とされなかった理由又は入札が無効とされた理

由を書面により通知するものとする。 

４ 市長は、落札者が規則第 25条に定める日までに契約書を作成しないときは、

落札者としての決定を取り消すものとする。 

 

（契約） 

第 10条 落札者は、落札決定の通知を受けた日から７日以内に契約書を作成し、

市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると

認めるときは、この期間を延長することができる。 

２ 落札者は、日本語及び日本円で契約書及びその他必要書類に記入しなけれ

ばならない。 

 

（雑則） 

第 11 条 この要領で定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。 

 

 

付 則 

 この要領は、平成 28年９月 20日から施行する。 

この要領は、令和元年 10月８日から施行する。 

この要領は、令和３年７月２日から施行する。 

この要領は、令和５年２月 14日から施行する。 

この要領は、令和８年２月 20日から施行する。 

  



 

 

（第１－１号様式） 

入札参加資格確認申請書 

 

  年  月  日 

 

 那覇市長 宛 

 

所在地 

 

商 号 

 

代表者            

 

     年  月  日付で公告があった「    年度那覇市指定ごみ袋

（平型）製造請負業務（ 期）に係る制限付一般競争入札」に参加を希望するた

め、那覇市指定ごみ袋製造請負業務制限付一般競争入札実施要領第５条の規定

により下記の書類を添付の上、入札参加資格の確認を申請します。 

また、同要領第４条に定める要件をすべて満たす者である旨及び添付書類の

内容について、事実と相違ないことを誓約します。 

 なお、入札参加資格の確認のため、必要に応じて官公庁等に照会することにつ

いて承諾します。 

 

記 

 

 （添付書類） 

 ・製造工場の所在地図及び写真（外観・内部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（第１－２号様式） 

入札参加資格確認申請書 

 

  年  月  日 

 

 那覇市長 宛 

 

所在地 

 

商 号 

 

代表者            

 

     年  月  日付で公告があった「    年度那覇市指定ごみ袋

（取っ手付き）製造請負業務に係る制限付一般競争入札」に参加を希望するため、

那覇市指定ごみ袋製造請負業務制限付一般競争入札実施要領第５条の規定によ

り下記の書類を添付の上、入札参加資格の確認を申請します。 

また、同要領第４条に定める要件をすべて満たす者である旨及び添付書類の

内容について、事実と相違ないことを誓約します。 

 なお、入札参加資格の確認のため、必要に応じて官公庁等に照会することにつ

いて承諾します。 

 

記 

 

 （添付書類） 

 ・製造工場の所在地図及び写真（外観・内部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（第２－１号様式） 

入札参加資格審査結果通知書 

 

  年  月  日 

 

 （入札参加資格確認申請者） 様 

 

那覇市長 知念 覚 

 

     年  月  日付で申請があった「    年度那覇市指定ごみ袋

（平型）製造請負業務（ 期）に係る制限付一般競争入札」に係る入札参加資格

確認について、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

 

 

 入札参加資格：          有          無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（第２－２号様式） 

入札参加資格審査結果通知書 

 

  年  月  日 

 

 （入札参加資格確認申請者） 様 

 

那覇市長 知念 覚 

 

     年  月  日付で申請があった「    年度那覇市指定ごみ袋

（取っ手付き）製造請負業務に係る制限付一般競争入札」に係る入札参加資格確

認について、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

 

 

 入札参加資格：          有          無 


